
県有施設のロケーション使用にかかるフロー

事前了承

相談・申請
企 画 書 及 び
ロケ支援依頼書の提出

相談・依頼

ロケハンの調整

ロケハン（現場下見）及び使用における注意事項の確認

※施設の利用方法や注意事項についての説明と撮影日の確認

ロケーション撮影
概要書の作成・提出（申請）

ロケハンの調整

ロケーション
撮影概要書の提出（申請）

許可（口頭）

許可（口頭）

撮影の実施

※基本的には三者とも立ち会う

制作会社 観光誘客課 県有施設所管課

【ロケハンとは】

ロケーションハンティングの略で、ロケ地の下見や選定を実施すること

※使用日が30日以内の場合は一時使用許可で許可できるが、30日を超える場合は、
通常の申請となり、申請方法が変わりますのでご注意ください。


